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鎌ヶ谷翔裕園 ショートステイサービス 

「指定短期入所生活介護」重要事項説明書 

  

 

 

 

 

 

 当事業所はご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。施設の概要

や提供するサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
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                             令和 8 年 4 月 1 日現在 

 

１．事業者 

 

（1） 法人名 社会福祉法人 長寿の里 

（2） 法人所在地 千葉県鎌ヶ谷市初富字東野 848 番地 10 

（3） 電話番号 047－498－5715 

（4） 代表者氏名 理事長  神 成  裕 介 

（5） 設立年月日 平成 10 年 3 月 5 日 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

(千葉県指定第１２７２９００１４１号) 
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２．ご利用施設 

 

（1） 事業所の種類 指定短期入所生活介護事業所 （ 平成 12 年 4 月 １日指定 ） 

※法令に基づき 6 年毎に更新済 

 

（2） 

 

事業所の目的 

 

介護保険法令の趣旨に従い、契約者が有する能力に応じ、可能

な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援し、又必

要な居室及び共用施設を使用させ、介護福祉施設サービスに係

る保険給付対象サービス及び対象外のサービスを提供します。 

               

（3） 事業所の名称 鎌ヶ谷翔裕園ショートステイサービス 

 

（4） 事業所の所在地 千葉県鎌ヶ谷市初富字東野 848 番地 10 

 

（5） 

 

 

（6） 

 

（7） 

 

（8） 

 

建物の構造 

 

 

延べ床面積 

 

防災設備 

 

連絡先 

 

 

鉄筋コンクリート造（ＲＣ） 

地上 2 階 

 

1.000.86 ㎡ 

 

スプリンクラー設備・自動火災報知設備など 

 

電話番号   047－498－5715 

Ｆ Ａ Ｘ   047－446－9393 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.cyoujyunosato.jp 

 

（9） 管理者名 荒川 由美子 

 

（10） 事業所の   

運営方針 

私たちの運営理念であります「家族主義」に徹し、ご利用され

る皆様方はもちろんのこと、地域の皆様からも愛され、親しま

れる施設となるよう、精一杯努力してまいります。 

 

（11） 開設年月 平成 11 年 4 月 １日 

 

（12） 利用定員 30 人 
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（13） 営業日及び受付時間      

営業日  年中無休 

受付時間  月曜日～金曜日  9 時～17 時 

 

（14）通常の実施地域 鎌ケ谷市全域 

            但し、これ以外の地域に関しても、契約者の希望により可能な

限り実施する。 

 

３．居室の概要 

 

 当事業所では以下の居室･設備をご用意しています。利用される居室は原則として空き室

へのご案内となります。指定タイプの居室への入居を希望される場合は、その旨お申し出

ください。(但し、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況により、ご希望に添えない場合

もあります。) 

居室･設備の種類 室 数 備 考 

1 人部屋 １４室 洗面台完備 

4 人部屋 ４室 洗面台完備 

居室合計   １８室  

   食  堂    ２室  

機能訓練室    ２室  

浴  室    ２室 特殊浴槽２台 

医 務 室    １室  

静 養 室    １室  

ト イ レ 

    ・各フロア通路沿いに 4 か所 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に設置が義務付けられ

ている施設･設備です。 

☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況

により施設でその可否を決定します。又、ご契約者の心身の状況により居室の変更を

お願いする場合があります。 

☆居室利用の注意事項：ご契約者の過失により、居室の設備等を破損・汚損・滅失した

場合は修理及び相当の費用のご負担をお願いします。 
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４．職員の配置状況 

 

 当事業所では、ご契約者に対して指定短期生活介護サービス及び指定介護福祉サービス 

を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

〈 主な職員の配置状況 〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

R8.4.1 現在 

職  種 配置人数 備考 

１．施設長（管理者） 常勤職員 

１名 

・責任者として施設を管理します 

 

２．介護職員 常勤換算 

27 名以上 

・ご契約者の健康管理や療養上のお世話を行います 

 

３．生活相談員 常勤職員 

１名以上 

・ご契約者の日常生活の相談・助言を行います 

 

４．看護職員 常勤換算 

3 名以上 

・機能訓練指導員兼務 

・ご契約者の健康管理や療養上のお世話を行います 

・うち１名は短期入所生活介護専任 

５．機能訓練指導員 常勤換算 

2 名以上 

・看護職員兼務 

・ご契約者の日常生活で必要な機能訓練を行います 

・うち 1 名は短期入所生活介護専任 

６．介護支援専門員 常勤職員 

１名以上 

・ご契約者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を

作成します 

７．医師  1 名以上 

週 一 回 往 診

（火曜日） 

・嘱託 

・ご契約者の健康管理や療養上の指導を行います 

８．栄養士 常勤職員  

１名以上 

・ご契約者を栄養面から健康管理します 
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〈 主な職種の勤務体制 〉 

職 種 勤務体制 

１．医師 毎週 1 回  14:00～15:00 

２．介護職員 早番  7:00～16:00   

日勤  9:00～18:00   

遅番   13:00～22:00   

夜間  22:00～7:00   

※上記時間はフロアごとに変わる場合

があります。 

３．看護職員 日勤  9:00～18:00 

※状況に応じて早番・遅番を設ける場

合があります。    

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金  

    当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供いたします。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１） 利用料金が介護保険から給付される場合 

（２） 利用料金が介護保険の給付対象外となる場合 

   があります。 

 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4条参照） 

  以下のサービスについては介護保険負担割合に応じた額が介護保険から給付されます。 

 

＜サービスの概要＞ 

①  入浴（ボランテ浴槽にて対応） 

  ・入浴又は清拭を週２回以上ご利用頂けます。 

 

  ② 排泄 

  ・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 

  ③ 機能訓練 

  ・看護師及び担当者により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに

必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施いたします。 

 

  ④ 健康管理 

  ・医師や看護師及び担当者が、健康管理を行います。 
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⑤ 送迎サービス 

・契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。但し、通常の事業実施

地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。 

 

⑥ その他自立への支援 

 ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮いたします。 

  ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮いたします。 

  ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助いたします。 

  ☆ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針は、利用時に作成する

介護サービス計画に定めます。また、介護サービス計画は、ご契約者及びその家族

等に対して説明し実施いたします。また、連続４日間以上利用される方に関しては

事前に同意を求め、同意のもと実施いたします。 

 

＜サービス利用料金（１日あたりの目安）＞ 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給

付額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、契約者の要

介護度に応じて異なります）。また、下記の料金については、地域加算及び介護職員処遇改

善加算を含んでいます。 

                               （単位：円） 

介護度 利用料 

一割 二割 三割 

介護保険 

給付分 

自己 

負担額 

介護保険 

給付分 

自己 

負担額 

介護保険 

給付分 

自己 

負担額 

要支援１ 5,309 4,778 531 4,247 1,062 3,716 1,593 

要支援２ 6,611 5,949 662 5,288 1,323 4,627 1,984 

要介護１ 7,096 6,386 710 5,676 1,420 4,967 2,129 

要介護２ 7,912 7,120 792 6,329 1,583 5,538 2,374 

要介護３ 8,770 7,893 877 7,016 1,754 6,139 2,631 

要介護４ 9,596 8,636 960 7,676 1,920 6,717 2,879 

要介護５ 10,412 9,370 1,042 8,329 2,083 7,288 3,124 
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＜その他介護給付サービス加算（１日もしくは 1 か月の目安）＞ 

（単位：円） 

加 算 加 算 条 件 
負担額 

一割 二割 三割 

送迎加算 
ご自宅と事業所間で、利用者の送迎を行った

場合、片道につき 184 単位を加算 
217 434 651  

夜勤職員配置加

算Ⅰ 

夜勤帯に勤務する介護職員及び看護職員の

数が基準を 1 人以上上回っている場合に、1

日につき 13 単位加算 

16 31 47 

夜勤職員配置加

算Ⅱ 

夜勤帯に勤務する介護職員及び看護職員の

数が基準を一定以上上回っている場合に、1

日につき 18 単位加算 

22 43 64 

緊急受入加算 
緊急的に利用者の受入を行った場合、1 日に

つき 90 単位を加算 
106 212 318 

長期利用者提供

減算 

一定期間を超える利用となった場合、1 日に

つき 30 単位を減算 
－30 －61 －92 

生産性向上推進

体制加算Ⅰ 

電気情報処理組織を使用する方法により指

定の様式による届け出を行い、電気情報機器

を複数種類活用している場合、一月あたり

100 単位を加算 

118 236 353 

生産性向上推進

体制加算Ⅱ 

電気情報処理組織を使用する方法により指

定の様式による届け出を行い、電気情報機器

を１つ以上活用している場合、一月あたり

10 単位を加算 

12 24 35 

看護体制加算Ⅰ 

看護職員の配置が基準を満たしている場合

に、1 日につき 4 単位加算 5 10 15 

看護体制加算Ⅱ 

看護職員の配置及び体制が基準を満たして

いる場合に、1 日につき 8 単位加算 10 19 29 

サービス提供体

制強化加算Ⅰ 

介護福祉士等の有資格職員を一定割合以上

配置している場合に、1 日につき 22 単位加

算 

26 52 78 

サービス提供体

制強化加算Ⅱ 

有資格職員を一定割合以上配置している場

合に、1 日につき 18 単位加算 22 43 64 

※ 上記の料金については、地域加算及び介護職員処遇改善加算を含んでいます。 
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※ 「夜勤職員配置加算」は要介護１～５の方が対象となります。 

☆個室と多床室の単位数は同じです。（居住費は個室と多床室で異なります） 

☆地域加算として鎌ケ谷市は１単位 10.33 円になります。 

☆介護職員処遇改善加算とは、介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てる

ことを目的に創設された加算であり、介護サービス総利用料金に対して 14.0％をか

けた料金となります。 

☆利用料金について、サービス総単位数に所定の加算をかけることにより、一円未満

の四捨五入や切り捨てを行う為利用日数等によって若干の誤差を生じる場合があり

ます。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、介護保険負担割合証に記載のある変更

された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更いたします。       

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一

旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護

保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の

申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付いたし

ます。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条参照） 

   以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

〈サービスの概要と利用料金〉 

① 居住費・食費（一日あたり）  

 第 1段階 第 2段階 第 3段階① 第 3段階② 第 4段階 

食  費 300 600 1.000 1,300 2,200 

居住費 
個 室 380 480 880 880 1,350 

多床室 0 430 430 430 1,000 

 

☆食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

契約者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

実費相当額の範囲内にて負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定

証の発行を受けている方につきましては、その認定証に記載された食費の金額（1日

当たり）のご負担となります。 

☆居住に要する費用（光熱水費及び室料） 

この事業所及び設備を利用し、滞在されるにあたり、多床室利用者の方には光熱水費

相当額、個室利用の方には光熱水費相当額及び室料（建設設備等の減価償却等）を、

ご負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方

については、その認定証に記載された居住費の金額（1 日当たり）のご負担となりま

す。 
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② 食事 

・当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体

の状況及び嗜好を考慮した食事を提供いたします。 

・ご契約者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただくことを原

則としています。 

（食事時間目安）  

朝食… 7：30～   昼食…12：00～   夕食…18：00～ 

 

③ 理容・美容 

 [美容サービス] 

美容師の出張による美容サービス（調髪、パーマ、毛染め）をご利用いただ

けます。 

        

利用料金：2,000 円～     

                   

④ アクティビティ、サークル活動 

ご契約者の希望により、アクティビティやサークル活動に参加していただくこ

とができます。（利用料金：材料代等の実費をいただきます。） 

   

⑤ 複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写

物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

  

    一枚につき １0 円 

 

⑥ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者にご負

担いただくことが適当であるもの（衣類・嗜好品等）にかかる費用をご負担いた

だきます。 

◎ おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

◎ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更

することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、

変更する 1 ヶ月前までにご説明します。 
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(3) 利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

      前記（１）、（２）の料金・費用は、1 ヶ月ごとに計算し月末日より２週間以内

にご請求いたします。お支払いは原則、ゆうちょ銀行口座若しくは収入代行業

者からの自動引き落としとなりますので、当月分は翌月２５日前日までにご入

金ください。（1 ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数

に基づいて計算した金額とします。） 

      尚、引き落とし手数料はご契約者の請求負担となります。 

 

（4）利用の中止、変更、追加（契約書第８条参照） 

  ○利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を

中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場

合には、サービスの実施日前日までに事業所に申し出てください。 

  ○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、契約者

の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。 

利用予定前日午後５時までに申し出があった場合 無  料 

利用予定前日午後５時までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の１０％ 

（自己負担相当額） 

○サービスの利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の

希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間を契約者に提示し

て協議します。 

  ○契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。そ

の場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

 

６．施設利用にあたっての留意事項 

当施設のご利用にあたって、施設を利用されている利用者の共同生活の場としての快

適性、安全性を確保する為、下記の事項をお守り下さい。 

（1）面会 

  ◎ご利用者のみなさまは、ご家族や知人の方との交流が何よりも心の支えとなって

います。またご家族との会話、外出や外泊は気分転換として大切です。 

    面会時間は、９：００～１９：００となります。また面会の際は以下のことにご

注意ください。 

     ☆来訪者は、必ず担当まで連絡をお願いします。 

     ☆飲食物のお持ち込みの際は、必ず各担当者へお声かけください。尚、食べ残

しはお持ち帰りください。感染症対策時は別途ご案内させて頂きます。 

     ☆施設・職員に対するお心遣いはご遠慮させていただきます。 
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 （2）外出・外泊 

    外出・外泊をされる場合は、所定の用紙にご記入いただき、必ず担当職員まで  

ご連絡・ご相談ください。 

 

 （3）飲酒・喫煙 

    飲酒・喫煙は原則ご遠慮いただきます。 

    ☆喫煙については健康増進法第 25 条に規定された「受動喫煙防止対策」に伴い、

施設・建物内での喫煙はご遠慮願います。 

 

（4）所持品等の持ち込み 

    お持込のものについては必ず担当職員へお声かけ下さい。 

     ☆日用品・・・・・衣類、口腔ケア品、上履き、杖、車いす等 

     ☆薬類・・・・・・一回分ずつ分けて、日付・氏名を記入して下さい。また、

薬剤情報も更新の度に添付して下さい 

    以下のものは持ち込むことができません。 

     ☆炎が出るもの 

     ☆動物（哺乳類・鳥類・爬虫類・魚類など） 

     ☆危険物（火薬類・石油類・劇薬・必要以上の薬など） 

     ☆居室に入りきらない量の物品 

     ☆刃物及び銃器またはそれに類するもの 

     ☆現金・貴重品 

    ※お持込の品全てにお名前をはっきりご記入下さい。なお、紛失・破損等につき

ましては、原則当施設では責任を負いかねますのでご注意ください。 

 

（5）ご自身での来園について 

    ご自身で来園される場合、原則として入所は午前９時３０分から午前１０時３０ 

分、退所は午後３時から午後５時までの間で行っていただきますようお願いいた 

します。 

 

（6）体調変化及び事故に伴う病院受診等について 

      ・ご利用中に体調の変化及び事故等により、病院への受診が必要と判断された場合

は、指定された緊急連絡先へ至急連絡いたしますので、その後の対応をお願いい

たします。 

      ・通常、受診される場合の病院までの搬送・付き添いはご家族の対応となります。 

    ・ご利用開始時の体調不良が確認された場合、その体調によってはご利用を見合わ

せていただく場合があります。 
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（7）その他施設・設備上の注意 

    ①居室および共用施設・敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

    ②故意または過失により施設・設備を滅失・破損・汚損もしくは変更した場合は、   

     ご契約者の自己負担により現状復帰していただくか、相当の代価をお支払いい

ただくことになります。 

    ③他の利用者および従業者への、宗教活動・政治活動・営利活動を行うことはで

きません。 

 

 （8）損害賠償について（契約書第１３条、第１１条参照） 

     当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業

者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様としま

す。ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場

合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、

事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

 （9）非常災害対策 

     非常災害に備え必要な設備を設け、防災、避難に関する計画書に基づき、年 

    ３回の避難、救出その他、必要な訓練等を実施します。 

 

７．身元引受人（契約書第 21 条参照） 

 

当施設では原則として身元引受人を定めていただきます。身元引受人の主な責任は

以下のとおりです。 

 

① 事業者に対する経済的債務 

② 入院等に関する手続き、費用負担 

③ 契約終了後のご契約者の受け入れ先の確保 

④ ご契約者が死亡した場合のご遺体および遺留品の引き取り等の処理 

 

８．当事業所運営方針 

 

(1) 秘密保持と個人情報の保護について 

鎌ケ谷翔裕園およびその従業員は、サービスを提供する上で知り得たご契約者お

よびそのご家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。また、この秘密を

保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

     事業者は、ご契約者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会
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議等において、ご契約者の個人情報を用いません。また、ご契約者のご家族の個人

情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等でご

契約者のご家族の個人情報を用いません。 

    また鎌ケ谷翔裕園では、広報誌やインターネットのホームページにて、ご家族や

地域へ向けた施設全体の広報活動を行っています。その際、ご契約者本人の顔写真

及び名前を掲載することがあります。ただし掲載を控えたい場合はこの限りではな

く、申し出により掲載を拒否することができます。 

 

(2)  感染症対策体制について 

事業所において感染症または食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に揚

げる措置を講じます。 

①事業所内における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する「感染症対策委員会」の設置と責任者を選任します。委員会は 3 月に１回程

度の定期と必要時は随時に開催し、その結果について全職員に周知徹底を図りま

す。 

②事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のためのマニュアルを

整備し、感染症対策についての研修を定期的に実施します。 

 

(3) 高齢者虐待防止について 

     鎌ケ谷翔裕園では、ご契約者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる

とおり必要な措置を講じます。 

 ①虐待防止に向けて、「高齢者虐待防止委員会」の設置と責任者を選任します。 

②ご契約者等の権利擁護として、成年後見制度の利用を支援します。 

    ③苦情解決体制を整備し、適切かつ迅速な解決につとめます。 

    ④従業員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。また従業

者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えます。 

 

(4) 身体拘束について 

   鎌ケ谷翔裕園では、ご契約者または他の利用者等の生命または身体を保護するた

め、緊急やむを得ない場合を除いて、ご契約者に対して身体的拘束その他行動を制

限する行為を行いません。身体拘束のないケアの推進に向け、各職種の担当者等で

構成する「身体拘束廃止委員会」の設置と指針の整備を行い、責任者を選任して身

体拘束適正化の為の対策を検討する委員会を３月に１回以上開催し、その結果を定

期的な研修等を通して職員に周知徹底を図ります。 

身体拘束等を行う場合には、身体拘束廃止委員会において、緊急やむを得ない場

合（切迫性・非代替性・一時性の要件を満たす場合）に該当するか十分検討します。 
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    緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その理由、方法、拘束の時間等をご

契約者やご家族にできる限り詳しく説明し、実施した時は記録します。また、早期

解除に向けて、必要性や方法を検討する会議を適宜開催すると共に、職員に対して

周知徹底をします。 

 

 

９．苦情の受付について（契約書第 22条参照） 

 

(1) 当施設における苦情の受付け 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。 

○ 苦情受付け窓口  

〈職名〉 生活相談員  新井 悠樹 

○ 苦情解決責任者 

〈職名〉 施設長    荒川 由美子 

○ 連絡先  （ＴＥＬ）047－498－5715 

     （ＦＡＸ）047－446－9393 

○ 受付時間 

   毎週 月曜日～金曜日 10:00～17:00 

 

(2) 第三者委員 

当法人評議員       石井 益美 

当法人評議員       高橋 範子 

連絡先   （ＴＥＬ）047－498－5715 

     （ＦＡＸ）047－446－9393 

 

 

(3) 行政機関その他苦情受付け機関 

① ご契約者の保険者の介護保険担当課 

     ※鎌ケ谷市の場合：鎌ケ谷市健康福祉部高齢者支援課介護保険係 

            〒273－0195    千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷 2 丁目 6 番 1 号 

               ＴＥＬ：047－445－1141 

 

     ※市川市の場合 ：市川市福祉部介護保険課事業推進担当 

〒272-8501    千葉県市川市八幡 1丁目 1番 1号 

                ＴＥＬ：047－704－4134  
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          ※松戸市の場合 ：松戸市社会福祉担当部介護支援課 

〒271-8588   千葉県松戸市根本３８７－５ 

       ＴＥＬ：047－366－7370 

 

     ※柏市の場合  ：柏市保健福祉部介護保険管理室 

〒277-8505    千葉県柏市柏５丁目１０番１号   

ＴＥＬ：04－7167－1135   

 

※白井市の場合 ：白井市高齢者福祉課介護保険班 

 〒270-1492    白井市復１１２３番地保健福祉センター３階 

              ＴＥＬ：047－492－1111   

 

     ※船橋市の場合 ：船橋市福祉サービス部介護保険課 

      〒273-8501     船橋市湊町２－１０－２５ 船橋市健康福祉局 

              ＴＥＬ：047－436－2302 

 

② 千葉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情処理係  

〒263－0016  千葉県千葉市稲毛区天台６丁目４番３号 国保会館内 

              ＴＥＬ：043－254－7428 

 

 

１０．利用者等の意見を把握する体制及び第三者による評価の実施状況 

等について 

 

（１）利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況…なし 

実施した年月日 なし 

当該結果の開示状況 なし 

 

（２）第三者による評価の実施状況…なし 

実施した年月日 なし 

実施した評価機関の名称 なし 

当該結果の開示状況 なし 
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令和  年  月  日 

 

（介護予防）短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の

説明を行いました。 

 

 

短期入所生活介護事業所 社会福祉法人長寿の里 鎌ヶ谷翔裕園ショートステイサービス 

    

説明者職名   生活相談員      氏名     新井 悠樹     印  

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、より良い介護サービス実施の

ため、サービス担当者会議等で契約者並びに家族の情報を用いるほか、医療機関・居宅介護

支援事業者への情報の提供を含め、（介護予防）短期入所生活介護サービスの提供の開始に同

意しました。 

 

 

契約者 

 

住所                                      

  

氏名                    印    

 

 身元引受人 

 

   住所                                      

   

                  氏名                    印  

                        （契約者との続柄         ） 

成年後見人 

 

   住所                                      

   

                  氏名                    印  


